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岡星寮 令和４年度事業計画 

 

１ 基本方針 

障害のある人もない人も地域で一緒に普通に暮らしていけるのが本来あるべき社

会の姿であり、障害者支援施設である岡星寮においても、利用者が可能な限り家庭

や地域で暮らしているのと同じような生活を営めるよう支援する。施設を家庭や地

域と対立的に捉えることは誤りであり、岡星寮は「利用者全員の大きな家」を目指

す。 

そのため、生活支援員をはじめ全職員が一丸となって、利用者本位・自立支援に

向けた福祉サービスのあり方を常に問い直し、より良いサービスを提供できるよう

職員の研修や自己研鑽を支援するなど、人材の確保・育成に取り組み、職員がプロ

意識と誇りを持って働ける就労環境を整備する。 

また、サービスの提供が惰性に流れ、あるいは独善に陥ることがないよう、施設

を広く地域に開放し、家族会はもとより、ボランティアや実習生など外部の意見に

謙虚に耳を傾ける。 

 

２ 重点事項 

上記の基本方針を踏まえつつ、令和４年度においては、次の５項目を重点事項と 

して施設運営に取り組む。 
 

（１）利用者本位のサービス提供 

先ず何よりも、利用者の意向を尊重し、一人ひとりの状態に即した個別支援計 

画を作成するとともに、適時見直しを行い、これに基づいて、変化と潤いのある 

サービスの提供に努める。 

特に、お花見やスイカ割り、かき氷や焼き芋会など、四季折々の季節を感じら 

れる行事を積極的に取り入れるほか、クラブ活動も漫然・画一的なものとならな 

いよう工夫して行う。外出支援や大規模な行事については、コロナ禍も３年目と 

なるものの、いまだ収束が見通せない中、慎重に対応せざるを得ないが、感染者 

数の動向や医療体制の整備状況、治療薬の開発・普及の動向等を踏まえつつ時期  

や場所を決定するなど安全安心な実施方法を模索する。 

食事についても、単に摂取カロリーや栄養バランスが取れているだけでなく、 

寛いだ雰囲気の中で、食べて美味しく楽しめる家庭的な料理を提供するよう努め 

る。 

なお、利用者への虐待や要件を充たさない身体拘束その他の行動制限があって  

はならないことは言うまでもないが、法令の定めるところにより虐待防止・身体  

拘束適正化委員会を正式に設置することを契機に、今一度、障害者支援の原点に  

立ち帰り、人が生来有する人としての権利・利益を尊重し、常に敬意を持って利  

用者に接することが出来ているかを謙虚に顧みながら支援に当たれる施設の実現  

を目指す。 
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（２）人材の確保育成 

福祉サービスを提供するのは職員に他ならず、その資質が福祉サービスの質を 

決定づけることを踏まえ、人事評価制度も活用しつつ、人材の確保育成に努める。 

人材の育成については、職員会議等に限らず、常日頃から職員間で自由闊達な 

意見を交わすことを通じて、また、内外の研修や講演に職員を参加させることで、 

より高度で専門的な知識・技術の習得を図るほか、生活支援員全員が社会福祉士 

・介護福祉士の資格を取得すること、強度行動障害の研修を受講することを目標 

に支援を行う。 

人材の確保については、近い将来、福祉サービスに従事する人材の不足が見込 

まれることを踏まえ、処遇改善加算、特定処遇改善加算、さらに本年２月から国 

において予算措置された処遇改善支援補助金なども活用して、働き甲斐のある就 

労環境を整備するとともに、職員の年齢構成にも配慮しながら、計画的な採用を 

進める。 
 

（３）施設の建替え及び移転準備 

現在の施設は既に築５０年を経過しており、耐震化工事を行って利用者の安全 

を確保してはいるものの、給湯・給排水設備や電気配線等をはじめ全般的な老朽 

化が進んでいる。のみならず、経過措置により救済されてはいるが現行の施設基 

準を充たしておらず、必ずしも良好な生活環境を提供できているとは言えないこ 

とから、出来る限り早期の移転新築が必要である。 

前年度までに建替用地の取得と造成工事を完了しており、補助金の内示も得ら  

れたことから、今年度は、所轄庁と協議しながら可能な限り早期に施設の建築工  

事に着手し、年度内の竣工を目指す。これと並行して、独立行政法人福祉医療機  

構及び民間金融機関に対し融資申込みを行い、自己資金と合わせ、建築費の適時  

適切な調達を図る。 

また、新たな施設の平面計画に即した生活支援の方法を全職員で見直し・検討  

するとともに、年度末を目途に引越準備を進め、来年度当初の円滑な移転を目指  

す。 
 

（４）開かれた施設運営、ホームページの充実 

利用者の安全を確保するため、施設の立地条件を踏まえた避難訓練等の防災対 

策と合わせ、不審者の侵入防止といった防犯対策を講じるのは当然であるが、そ 

のことによって施設が内向きとならないよう留意し、実習生を積極的に受け入れ 

る。家族会の開催やボランティアの受入れについても、当面、コロナ禍の収束が  

見通せない中、大幅な制約を免れないが、随時、利用者の様子を伝える等により  

良好な関係を維持しつつ、地域に開かれた施設運営を心がける。 

また、ホームページを積極的に活用し、施設の活動情報をタイムリーに提供し 

て、利用者家族やボランティアをはじめ広く地域に親しまれるとともに、福祉の 
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心を持った人材の確保に資するよう、内容のより一層の充実を図る。 
 

（５）効率的な組織運営、コスト意識の醸成 

国の厳しい財政状況の下、社会保障給付費全体の伸びが抑制される一方で、円  

安や需給関係の不均衡を受けて燃料費や材料費などが上昇傾向を強めており、経  

営環境はより厳しくなると予想される。こうした中、施設の建替えを行うことも  

あり、例年にも増して施設の安定的・継続的な運営を確保していくことが必要で 

あり、さらに一層、職員のコスト意識を高め、最少の費用で最大の効果を上げら 

れるよう、効率的な組織運営を図る。 

 

３ 運営方針 

（１）利用者の意思・人格の尊重 

暴力・暴言や体罰などの虐待を絶対に行ってはならないのは勿論のこと、命令 

的・指示的言動に陥ることがないよう厳に戒め、利用者一人ひとりの意思・人格 

を尊重し、敬意をもって接する。 

そのため、「職員倫理綱領」に基づく行動指針の遵守を徹底する。 
 

（２）個別支援計画の着実な実施 

利用者の意向や障害の特性その他の事情を踏まえた個別支援計画を作成し、こ 

れを定期的に、また、利用者の状況が変化した場合には随時に見直し、利用者が 

必要とする支援の提供に努める。 
 

（３）穏やかで快適な日常生活の確保 

担当職員が利用者一人ひとりとなじみの関係や信頼関係を構築し、利用者の思 

いに添った個別支援に努め、家庭的な雰囲気の中でゆったりと落ち着いて暮らせ 

るよう、生活の質の向上を目指す。 

また、コロナ禍の下ではあるが買い物や外食・喫茶など、ゆとりの時間が充実 

したものになるよう創意工夫を重ねるとともに、手芸・カラオケなどのクラブ活 

動や様々なレクリエーションを通して、生活にメリハリと潤いを提供する。 
 

（４）食生活と健康管理 

利用者の食生活については、定期的な嗜好調査を行い、その結果を踏まえなが 

ら、個々の状態に配慮した健康的で美味しい食事の提供に努める。 

また、利用者が健康な生活を送れるよう、週３日以上の入浴や歯磨きの援助、 

衣類管理の徹底、寝具の定期的な交換など、快適で衛生的な環境を確保するとと 

もに、うがい手洗いの励行や日々の健康チェックにより、新型コロナウィルス感 

染症をはじめ、インフルエンザやノロウィルス等の感染症予防を徹底し、疾病・ 

異常の早期発見と適切な対応に努める。 
 

（５）防災対策 
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火事や地震・土砂崩れ等に備え、万一災害が発生した場合にも利用者が危険を 

回避して身の安全を守り、迅速かつ整然とした避難行動が取れるよう、常日頃か 

ら繰り返し訓練を行う。 

また、厨房など火気を取り扱う場所での消火確認、機械器具の整備点検を適正 

に行う。 
 

（６）職員研修の充実 

年間の研修計画に基づき、施設内研修を計画的に実施するとともに、専門的知 

識・技術の習得や資格取得に繋がる外部研修に職員を参加させ、人材の育成と 

サービスの向上を図る。 
 

（７）家族会との連携の強化 

利用者の健康状態や日々の暮らしぶりを知らせるなど、家族と密接な連絡を取 

り、良好な関係を維持する。特に病気やケガによる病院受診については、遅滞な 

く詳細な情報提供を行うよう留意する。 

なお、成年後見制度の利用が必要な利用者については、関係機関と十分に連携 

して、後見申立の支援を進める。 
 

（８）地域福祉への貢献 

大学や専門学校からの実習生を積極的に受け入れて、障害者福祉への理解を深 

め、福祉人材の育成に努める。また、感染症防止対策を講じながら、施設の利用 

希望者や家族、支援学校の教員、相談支援事業所の職員等の施設見学を積極的に 

受け入れ、地域の理解と協力が得られるよう努める。 
 

（９）利用者・家族からの苦情や意見・要望への対応 

利用者や家族の苦情や要望をはじめ、実習生等の意見も真摯に受け止め、迅速 

で誠意ある対応に努めて、サービスの質の向上に繋げる。 

苦情については、苦情解決規程に基づき、苦情受付担当者と苦情解決責任者が 

連携して適切に対応し、速やかな解決に努める。 

また、寮長による利用者ヒアリングを年２回実施するとともに、第三者委員に 

よるヒアリングも設定し、利用者の声を第三者委員が直接聴取する。 
 

（１０）その他 

①施設・設備の点検改修 

老朽化が進んでいる施設や設備の点検を行い、必要性や緊急度を考慮しながら、 

改修修理を行う。 

②明るく風通しの良い職場づくり 

職員が自由闊達に意見を述べられる職員会議や日々の朝礼を通じて、相互のコ 

ミュニケーションを円滑化し、すべての職員が働き甲斐を持ち安心して仕事を 

続けられるような、明るく風通しの良い職場づくりを進める。 


